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◎ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 
(平成十一年七月三十日 ) 

(法律第百十七号 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (目的 ) 

第一条  この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維

持管理及び運営 (これらに関する企画を含む。)の促進を図るための措置を講ずること等により、

効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的

とする。 

(定義 ) 

第二条  この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。 

一  道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設  

二  庁舎、宿舎等の公用施設  

三  公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施

設、駐車場、地下街等の公益的施設  

四  情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設 (廃棄物処理施設を除

く。)、観光施設及び研究施設  

五  前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの 

２ この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等 (公共施設等の建設、維持管理若し

くは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に

関する事業 (市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であっ

て、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施され

るものをいう。 

３ この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 

一  公共施設等の管理者である各省各庁の長（衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、

会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。）又は特定事業を所管する大臣  

二  公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共

団体の長  

三  公共施設等の整備等を行う特殊法人その他の公共法人 (市街地再開発事業、土地区画整

理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。) 

４ この法律において「選定事業」とは、第六条の規定により選定された特定事業をいう。 

                  

沿革 
平成11年07月30日法律第117号 
平成11年06月11日法律第73号 
平成11年12月22日法律第160号 

平成13年12月12日法律第151号 
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５ この法律において「選定事業者」とは、第七条第一項の規定により選定事業を実施する者とし

て選定された者をいう。 

(基本理念 ) 

第三条  公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との適切な

役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、当該事業により生ずる収益等を

もってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせること

が適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。 

２ 特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性

を確保するとともに、国等の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間

事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサ

ービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。 

(基本方針 ) 

第四条  内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針 (以下

「基本方針」という。)を定めなければならない。 

２ 基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項 (地方公共団体が実施する特定事業

については、特定事業の促進のために必要な事項に係るもの)を定めるものとする。 

一  民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項  

二  民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項  

三  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項  

四  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項  

五  その他特定事業の実施に関する基本的な事項  

３ 基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。 

一  特定事業の選定については、公共性を確保しつつ事業に要する費用の縮減等資金の効率

的使用を図るとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。 

二  民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図ると

ともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。 

三  財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとす

ること。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとと

もに、民間資金等活用事業推進委員会の議を経なければならない。 

５ 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁の長

に送付しなければならない。 

６ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

(実施方針 ) 

第五条  公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の

選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針 (以下「実施方

針」という。)を定めるものとする。 

２ 実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。 

一  特定事業の選定に関する事項  
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二  民間事業者の募集及び選定に関する事項  

三  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項  

四  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項  

五  第十条第一項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における

措置に関する事項  

六  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項  

七  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項  

八  その他特定事業の実施に関し必要な事項  

３ 公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

４ 前項の規定は、実施方針の変更について準用する。 

(特定事業の選定 ) 

第六条  公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であ

ると認める特定事業を選定することができる。 

(民間事業者の選定等 ) 

第七条  公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事

業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 

２ 前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業

のうち、第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされ

た公共施設等の整備等を行うことができる。 

(客観的な評価 ) 

第八条  公共施設等の管理者等は、第六条の特定事業の選定及び前条第一項の民間事業者の

選定を行うに当たっては、客観的な評価 (当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含

む。)を行い、その結果を公表しなければならない。 

(地方公共団体の議会の議決 ) 

第九条  地方公共団体は、特定事業に係る契約でその種類及び金額について政令で定める基準

に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 

(選定事業の実施 ) 

第十条  選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業

者が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者 (当該施設の管理者である場合を含む。)

が策定した事業計画に従って実施されるものとする。 

２ 選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人 (当該法人の出資又は拠出に

係る法人を含む。)である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意し

て、前項の事業計画又は協定において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなけ

ればならない。 

(国の債務負担 ) 

第十一条  国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支

出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。 

(行政財産の貸付け) 
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第十一条の二  国は､必要があると認めるときは、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号 )第

十八条第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産 (同法第三条第二

項に規定する行政財産をいう。事項及び第三項において同じ。)を選定事業者に貸し付けること

ができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国は､選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共

施設等である当該建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めると

きは､国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず､行政財産である土地を、その用途又は

目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。 

３ 前二項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者

が同項に規定する建物の一部を選定事業の終了後においても引き続き所有しようとする場合に

おいて、必要があると認めるときは､国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行

政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることが

できる。 

４ 地方公共団体は､必要があると認めるときは､地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号 )第

二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産（同法

第二百三十八条第三項に規定する行政財産をいう。事項及び第六項において同じ。）を選定

事業者に貸し付けることができる。 

５ 前項に定めるもののほか､地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事

業に係る公共施設等である当該建物の全部又は一部を所有しようとする場合において､必要が

あると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず､行政財産で

ある土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることが

できる。 

６ 前二項に定めるもののほか、地方公共団体は､前項の規定により行政財産である土地の貸付け

を受けた者が同項に規定する建物の一部を選定事業の終了後においても引き続き所有しようと

する場合において、必要があると認めるときは､地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定

にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において､その

者に貸し付けることができる。 

７ 前各項の規定による貸付けについては、民法 (明治二十九年法律第八十九号 )第六百四条並

びに借地借家法 (平成三年法律第九十号 )第三条及び第四条の規定は､適用しない。 

８ 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項から第三項まで

の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条

の五第三項から第五項までの規定は第四項から第六項までの規定による貸付けについて、そ

れぞれ準用する。 

(国有財産の無償使用等 ) 

第十二条  国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産 (国有財産法

(昭和二十三年法律第七十三号 )第二条第一項に規定する国有財産をいう。)を無償又は時価

より低い対価で選定事業者に使用させることができる。 

２ 地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産 (地方自治

法 (昭和二十二年法律第六十七号 )第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。)を無
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償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。 

(無利子貸付け) 

第十三条  国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高

いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。 

２ 国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、日本政策投資銀行、沖縄振興開発

金融公庫その他の政府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用することができる。 

 (資金の確保等及び地方債についての配慮 ) 

第十四条  国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融

通のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。 

(土地の取得等についての配慮 ) 

第十五条  選定事業の用に供する土地等については、選定事業者が円滑に取得し、又は使用す

ることができるよう、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号 )に基づく収用その他関係法

令に基づく許可等の処分について適切な配慮が行われるものとする。 

(支援等 ) 

第十六条  第十一条の二から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事

業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措

置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。 

２ 前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力

的なものであり、かつ、地方公共団体の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなけれ

ばならない。 

(規制緩和 ) 

第十七条  国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、民間事業者の技術の活

用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものと

する。 

(協力 ) 

第十八条  国、地方公共団体及び民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協

力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。 

(啓発活動等及び技術的援助等 ) 

第十九条  国及び地方公共団体は、特定事業の実施について、知識の普及、情報の提供等を行

うとともに、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進するものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、民間事業者に対す

る技術的な援助について必要な配慮をするとともに、特許等の技術の利用の調整その他民間

事業者の有する技術の活用について特別の配慮をするものとする。 

(担保不動産の活用等 ) 

第二十条  選定事業者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産

が担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を

担保として供していた会社又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、

当該会社は、当該損失に相当する額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資

産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から十年以
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内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。 

２ 前項の規定の適用がある場合における商法 (明治三十二年法律第四十八号 )第二百九十条第

一項及び第二百九十三条ノ五第三項 (これらの規定を他の法律において準用する場合を含

む。)の規定の適用については、同法第二百九十条第一項第四号及び第二百九十三条ノ五第

三項第三号中「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三」とあるのは、「第二百八十六条ノ

二及第二百八十六条ノ三並ニ民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律第二十条第一項」とする。 

(民間資金等活用事業推進委員会 ) 

第二十一条  内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会 (以下「委員会」という。)を置く。 

２ 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針

の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用

による国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。 

３ 民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関す

る意見を提出することができる。 

４ 委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の公

共施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に

意見を述べることができる。 

５ 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に

報告しなければならない。 

６ 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係

地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力

を求めることができる。 

 (委員会の組織 ) 

第二十二条  委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織す

る。 

２ 専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。 

３ 委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。 

４ 前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

(政令への委任 ) 

第二十三条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定め

る。 

附  則   

(施行期日 ) 

第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

 (検討 ) 

第二条  政府は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律に基づく特定事業の実施状況

(民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の

状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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第三条  政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、特定事業を実施する

民間事業者の選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。 

 

以下  略  
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◎ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令 
(平成十一年九月二十二日 ) 

(政令第二百七十九号 ) 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令をここに公布する。 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令  

内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律

第百十七号 )第九条の規定に基づき、この政令を制定する。 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (以下「法」という。)第九条

に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その

金額については、その予定価格の金額 (借入れにあっては、予定賃借料の総額 )が同表下欄に定

める金額を下らないこととする。 

  千円  

都道府県  五〇〇、〇〇〇 

地方自治法 (昭和二十二年法律第六

十七号 )第二百五十二条の十九第一

項に規定する指定都市 (以下この表に

おいて「指定都市」という。) 

三〇〇、〇〇〇 

法第二条第五項に規定する選定事業

者が建設する同条第一項に規定する公

共施設等 (地方公共団体の経営する企

業で地方公営企業法 (昭和二十七年法

律第二百九十二号 )第四十条第一項の

規定の適用があるものの業務に関する

ものを除く。) の買入れ又は借入れ 

市 (指定都市を除く。) 一五〇、〇〇〇 

  町村  五〇、〇〇〇 

附  則  抄  

(施行期日 ) 

第一条  この政令は、法の施行の日 (平成十一年九月二十四日 )から施行する。 
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◎ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針 

 

21 世紀を迎えるに当たり、本格的な少子・高齢社会が到来する中で国民が真に豊かさを実感できる社会を

実現するためには、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、質の高い公共サービスを提供することが、国、

地方公共団体及び特殊法人その他の公共法人の公共施設等の管理者等に課せられた重要な政策課題であ

るが、この実現のために、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、財政資金の効率的な使用を図り

つつ、官民の適切な役割及び責任の分担の下に、公共施設等の整備等（公共施設等の建設、維持管理若しく

は運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）に関する事業の実

施を民間事業者に行わせることが適切なものについてはできる限り民間事業者にゆだねることが求められて

いる。 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業（以下「ＰＦＩ 事業」という。）は、公共性のある

事業（公共性原則）を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して（民間経営資源活用原則）、民間事

業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであり（効率性原則）、特定

事業の選定及び民間事業者の選定においては公平性が担保され（公平性原則）、特定事業の発案から終結

に至る全過程を通じて透明性が確保されねばならない（透明性原則）。さらに、ＰＦＩ 事業の実施に当たっては、

各段階での評価決定についての客観性が求められ（客観主義）、公共施設等の管理者等と選定事業者との間

の合意について、明文により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすることが必須であり（契約

主義）、事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確保されなければ 

ならない（独立主義）。公共施設等の管理者等は、公共サービスの提供を目的に事業を行おうとする場合、当

該事業を民間事業者に行わせることが財政の効率化、公共サービスの水準の向上等に資すると考えられる事

業については、できる限りその実施をＰＦＩ 事業として民間事業者にゆだねることが望まれる。 

このＰＦＩ 事業の着実な実施は、次のような成果をもたらすものと期待される。 

 

第一は、国民に対して低廉かつ良質な公共サービスが提供されることである。この目的を達成することは、

もとより公的部門の重要な課題である。しかし、近年国及び地方公共団体の財政は極めて厳しい状況にあり、

着実に財政構造改革を進めていく必要があるところ、民間事業者の経営上のノウハウの蓄積及び技術的能力

の向上を背景に、公共施設等の整備等にその経験と能力の活用を図ることが求められている。このような状況

の下で、ＰＦＩ 事業による公共サービスの提供が実現すると、それぞれのリスクの適切な分担により、事業全体

のリスク管理が効率的に行われること、加えて、建設（設計を含む。）、維持管理及び運営の全部又は一部が一

体的に扱われること等により、事業期間全体を通じての事業コストの削減、ひいては全事業期間における財政

負担の縮減が期待できる。また同時に、質の高い社会資本の整備及び公共サービスの提供を可能にするもの

である。このＰＦＩ 事業を円滑に実施することにより、他の公共施設等の整備等に関する事業においても、民間

の創意工夫等が活用されることを通じて、その効果が広範に波及することが期待される。 

 

第二は、公共サービスの提供における行政の関わり方が改革されることである。ＰＦＩ 事業は、民間事業者

にゆだねることが適切なものについて、民間事業者の自主性、創意工夫を尊重しつつ、公共施設等の整備等

に関する事業をできる限り民間事業者にゆだねて実施するものである。このことによって、財政資金の効率的
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利用が図られ、また、官民の適切な役割分担に基づく新たな官民パートナーシップが形成されていくものと期

待される。 

第三は、民間の事業機会を創出することを通じて経済の活性化に資することである。ＰＦＩ 事業は、従来主と

して国、地方公共団体等の公的部門が行ってきた公共施設等の整備等の事業を民間事業者にゆだねること

から、民間に対して新たな事業機会をもたらす効果があることに加えて、他の収益事業と組み合わせて実施す

ることによっても、新たな事業機会を生み出すことになる。また、ＰＦＩ 事業のための資金調達方法として、プロ

ジェクト・ファイナンス等新たな手法を取り入れることにより、金融環境が整備されるとともに、新しいファイナン

ス・マーケットの創設につながることが予想される。これらの結果、新規産業を創出し、経済構造改革を推進す

る効果が期待される。 

 

以上のような認識の下に、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重したＰＦＩ 事業の促進を図ることは、喫緊

の政策課題といえる。国及び地方公共団体においては、公共施設等の管理者等が特定事業の実施を円滑に

進められるように、以下に示すところにより、所要の財政上及び金融上の支援、関連する既存法令との整合性

の明確化、規制の緩和等の措置を講ずる必要がある。 

 

本基本方針は、公共施設等の管理者等が、共通の方針に基づいてＰＦＩ 事業を実施することを通じて、効率

的かつ効果的な社会資本の整備が促進されることを期し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（平成11 年法律第117 号。以下「法」という。）第４条第１ 項の規定に基づき、特定事業の実

施に関する基本的な方針として定めるものである。なお、本基本方針は、国等（法第２ 条第３ 項第１ 号及び

第３ 号に掲げる者をいう。以下同じ。）が公共施設等の管理者等として行うＰＦＩ 事業について主として定める

ものであり、同時に、地方公共団体においても、法の趣旨にのっとり、本基本方針の定めるところを参考として、

ＰＦＩ 事業の円滑な実施の促進に努めるものとする。 

 

一 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項 

 

１  特定事業に係る一般的事項 

国等は、公共施設等の整備等に関する事業を行う場合、民間の持つ資金、経営能力及び技術的能力を活

用することにより効率的かつ効果的に実施されることが可能な事業であって、民間事業者に行わせることが適

切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。 

 

２  実施方針の策定及び公表 

(1) 国等は、ＰＦＩ 事業の円滑な実施を促進していくためには、具体的な特定事業を早期に実現し、その

実施過程の中で諸制度の整備、改善を図っていくことが必要であるとの観点に立ち、公共施設等の

整備等に関する事業のうち、事業の分野、形態、規模等にかんがみ、ＰＦＩ 事業としての適合性が高

く、かつ、国民のニーズに照らし、早期に着手すべきものと判断される事業から、法第５ 条に定める

実施方針を策定する等の手続に着手することとする。また、民間事業者からの発案のあった事業に

ついては、下記４ に従い、積極的にこれを取り上げて、必要な措置を講ずるものとする。 

(2) 国等は、実施方針の策定及び公表を、公平性及び透明性の確保の観点から、当該事業に関する情

報が早くかつ広く周知されるよう、なるべく早い段階で行うこととする。 
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(3) 国等は、実施方針において、法第５ 条第２ 項各号に掲げる事項を定めるものとする。実施方針の策

定に当たっては、民間事業者にとって特定事業への参入のための検討が容易になるよう、当該特定

事業の事業内容、民間事業者の選定方法等についてなるべく具体的に記載するものとする。この際、

実施方針は、公表当初において相当程度の具体的内容を備えた上で、当該特定事業の事業内容の

検討の進行に従い、順次詳細化して補完することとしても差し支えない。 

 

３ 特定事業の選定及び公表 

国等は、実施方針の策定後、当該事業の実施可能性等を勘案した上で、これを特定事業として実施するこ

とが適切であると判断したときは、法第６ 条に基づく特定事業として選定することとする。法第６ 条に基づく特

定事業の選定及び法第８ 条に基づく客観的な評価の結果の公表については、次の点に留意して行うものと

する。なお、下記(2)及び(3)の算定及び評価については、漸次その客観性及び透明性の向上を図るよう努め

ていく必要がある。 

(1) 特定事業の選定に当たっては、ＰＦＩ 事業として実施することにより、公共施設等の建設、維持管理及

び運営が効率的かつ効果的に実施できることを基準とすること。これを具体的に評価するに当たっては、

民間事業者にゆだねることにより、公共サービスが同一の水準にある場合において事業期間全体を通

じた公的財政負担の縮減を期待することができること又は公的財政負担が同一の水準にある場合にお

いても公共サービスの水準の向上を期待することができること等を選定の基準とすること。 

(2) 公的財政負担の見込額の算定に当たっては、財政上の支援に係る支出、民間事業者からの税収その

他の収入等が現実に見込まれる場合においてこれらを調整する等適切な調整を行って、将来の費用

（費用の変動に係るリスクをできる限り合理的な方法で勘案したものとする。）と見込まれる公的財政負

担の総額を算出の上、これを現在価値に換算することにより評価すること。 

(3) 公共サービスの水準の評価は、できる限り定量的に行うことが望ましいが、公共サービスの水準のうち

定量化が困難なものを評価する場合においては、客観性を確保した上で定性的な評価を行うこと。 

(4) 特定事業の選定を行ったときは、その判断の結果を、評価の内容（公共サービスの水準について定性

的な評価を行った場合は、その評価の方法と結果を含む。以下同じ。）と併せ、民間事業者の選定その

他公共施設等の整備等への影響に配慮しつつ、速やかに公表すること。なお、実施方針の策定及び

公表後に、事業の実施可能性等についての客観的な評価の結果等に基づき特定事業の選定を行わな

いこととしたときも同様とすること。 

(5) 上記(4)の公表のほか、選定又は不選定に係る評価の結果に関する詳細な資料については、民間事業

者の選定その他公共施設等の整備等の実施への影響に配慮しつつ、適切な時期に適宜公表するこ

と。 

 

４ 民間事業者の発案に対する措置 

国等は、ＰＦＩ 事業の促進にとって有益な民間事業者からの活発な発案を促すため、民間事業者からの発

案に関し、次の点に留意して対応するものとする。 

(1) 公共施設等の管理者等は、民間事業者の発案に係る受付、評価、通知、公表等を行う体制を整える等、

適切な対応をとるために必要な措置を積極的に講ずること。 

(2) 民間事業者からの発案に対してこれを実施に移すことが適当であると認めたときは、実施方針の策定

等について、公共施設等の管理者等が発案したＰＦＩ 事業の場合と同じ手続を行うこととすること。 
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(3) 民間事業者の発案による事業案について相当の期間内に実施方針の策定までに至らなかった場合に

は、その判断の結果及び理由を発案者に速やかに通知すること。さらに、これらの事業案の概要、公共

施設等の管理者等の判断の結果及び理由の概要につき、当該事業者の権利その他正当な利益及び

公共施設等の整備等の実施に対する影響に留意の上、適切な時期に適宜公表すること。 

 

二 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項 

 

１  国（法第２ 条第３ 項第１ 号に掲げる者をいう。以下同じ。）は、法第７ 条第１ 項に基づく民間事業者の

選定及び法第８ 条に基づく客観的な評価の結果の公表については次の点に留意して行うものとする。 

(1) 民間事業者の募集及び選定に関しては、「公平性原則」にのっとり競争性を担保しつつ、「透明性原則」

に基づき手続の透明性を確保した上で実施するよう留意すること。加えて、できる限り民間事業者の創

意工夫が発揮されるように留意するとともに、所要の提案準備期間の確保にも配慮すること。 

(2) 会計法令の適用を受ける契約に基づいて行われる事業を実施する民間事業者の選定に際しては、会

計法令に基づき、一般競争入札によることを原則とすること。 

(3) 競争入札に際し、会計法令の規定に従い価格及びその他の条件により選定を行うこととする場合には、

客観的な評価基準を設定すること。公共サービスの水準等について、やむを得ず定性的な評価基準を

用いる場合でも、評価結果の数量化により客観性を確保すること。 

(4) 会計法令の規定の適用を受けない場合においても、競争性を担保すること。また、この場合又は随意

契約による場合においても、上記(3)の趣旨にのっとった客観的な評価を行うことを条件とすること。 

(5) 募集に当たっては、民間事業者の創意工夫が極力発揮されるように、会計法令に定めるところの範囲

内において、提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示すことを基本とし、構造物、建築物

等の具体的な仕様の特定については必要最小限にとどめること。 

(6) 民間事業者には質問の機会を与えるとともに、質問に係る情報提供に当たっては、競争条件を損なわ

ないよう、公正に行うこと。 

(7) 民間事業者の選定を行ったときは、その結果を評価の結果、評価基準及び選定の方法に応じた選定過

程の透明性を確保するために必要な資料（公表することにより、民間事業者の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれのあるものを除く。）と併せて速やかに公表すること。 

(8) 民間事業者の募集及び選定に係る過程を経た結果、民間事業者を選定せず、特定事業の選定を取り

消すこととした場合においては、上記一３(4)及び(5)に準じ、公表すること。 

 

２  特殊法人その他の公共法人（法第２ 条第３ 項第３ 号に掲げる者をいう。）は、民間事業者の選定等につ

いて、上記１(1)から(8)までの規定に準じて、公正かつ適正に実施するものとする。 

 

３  国は、上記１(3)及び(4)に記載された客観的な評価基準、定性的な客観性の確保等に関しては、ＰＦＩ 事

業に係る評価手法と評価手続の特性を考慮して、漸次、その手法及び手続と規範の在り方を実務的に定め、

透明性の向上を図るよう努めなければならない。 

 

三 民間事業者の責任の明確化等事業の適性かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項 
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国等は、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るため、国等及び民間事業者の責任の明確化等につ

いて次の点に留意して措置するものとする。 

 

１  公共施設等の管理者等は、実施方針において、選定事業における公共施設等の管理者等の関与、リスク

及びその分担をできる限り具体的に明らかにすること。 

 

２  事業計画又は協定等（以下「協定等」という。）において、以下の諸点に留意して規定し、協定等は公開す

ること（ただし、公開することにより、民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあ

る事項については、あらかじめ協定等で合意の上、これを除く。）。 

(1) 協定等は、選定事業に係る責任とリスクの分担その他協定等の当事者の権利義務を取り決めるもので

あり、できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確に取り決めること。 

(2) 公共施設等の管理者等は、協定等において、選定事業者により提供されるサービスの内容と質、サー

ビス水準の測定と評価方法、料金及び算定方法等、協定等の当事者双方の負う債務の詳細並びにそ

の履行方法に加えて、当事者が協定等の規定に違反した場合に、選定事業の修復に必要な適切かつ

合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置等を規定すること。 

(3) 公共施設等の管理者等は、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、適

正な公共サービスの提供を担保するため、以下の事項等を考慮し、協定等でこれらについて合意して

おくこと。 

(ｲ) 公共施設等の管理者等が、選定事業者により提供される公共サービスの水準を監視することがで

きること。 

(ﾛ) 公共施設等の管理者等が、選定事業者から、定期的に協定等の義務履行に係る事業の実施状況

報告の提出を求めることができること。 

(ﾊ) 公共施設等の管理者等が、選定事業者から、公認会計士等による監査を経た財務の状況につい

ての報告書（選定事業の実施に影響する可能性のある範囲内に限る。）の提出を定期的に求める

ことができること。 

(ﾆ) 選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、公共施設等の

管理者等は選定事業者に対し報告を求めることができるとともに、第三者である専門家による調査

の実施とその調査報告書の提出を求めることができること。 

(ﾎ) 公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するために、必要かつ合理的な措置と、公共施設等

の管理者等の救済のための手段を規定すること。 

(ﾍ) 公共施設等の管理者等による選定事業に対する、上記(ｲ)から(ﾎ)までに基づく協定等の規定の範

囲を超えた関与は、安全性の確保、環境の保全に対する検査・モニタリング等、選定事業の適正

かつ確実な実施の確保に必要とされる合理的な範囲に限定すること。 

(4) 選定事業のリスク分担について、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、リスクを最もよく管理す

ることができる者が当該リスクを分担するとの考え方に基づいて取り決めること。また、経済的に合理的

な手段で軽減又は除去できるリスクについては、適切な措置を講ずるものとし、協定等において、その

範囲及び内容を、できる限り具体的かつ明確に規定すること。 

(5) 選定事業の終了時期を明確にするとともに、事業終了時における土地等の明渡し等、当該事業に係る

資産の取扱いについては、経済的合理性を勘案の上、できる限り具体的かつ明確に規定すること。 
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(6) 事業継続が困難となる事由を、できる限り具体的に列挙し、当該事由が発生した場合又は発生するお

それが強いと認められる場合における協定等の当事者のとるべき措置を、その責めに帰すべき事由の

有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理

的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的

かつ明確に規定すること。事業破綻時における公共サービスの提供の確保については、上記(5)に規

定する当該事業に係る資産の取扱いを含め、当該事業の態様に応じて、的確な措置を講ずることを規

定すること。 

(7) 協定等の解除条件となる事由に関し、その要件及び当該事由が発生したときに協定等の当事者のとる

べき措置について、上記(5)及び(6)に留意の上、具体的かつ明確に規定すること。 

(8) 上記(4)から(7)までに規定する協定等の当事者の対応が、選定事業における資金調達の金額、期間、コ

ストその他の条件に大きな影響を与えることに留意し、適切かつ明確な内容とすることに留意すること。

また、当該選定事業が破綻した場合、公共施設等の管理者等と融資金融機関等との間で、事業及び資

産の処理に関し直接交渉することが適切であると判断されるときは、融資金融機関等の債権保全等そ

の権利の保護に配慮しつつ、あらかじめ、当該選定事業の態様に応じて適切な取決めを行うこと。 

(9) 選定事業者の責任により組成される金融の仕組みによって、選定事業者の破綻に伴い、金融機関等第

三者が選定事業の継承を要求し得る場合には、公共性、公平性の観点に基づき、継続的な公共サービ

スの提供を確保するために合理的である限りにおいて、あらかじめ、協定等において適切な取決めを

行うこと。 

(10) 協定等若しくはその規定の解釈について疑義が生じた場合又は協定等に規定のない事項に関し係争

が生じた場合に、これらを解消するための手続その他の措置については、当該選定事業の態様に応じ、

あらかじめ、具体的かつ明確に規定すること。 

 

３  選定事業者が、国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人（当該法人の出資又は拠出に係る法人

を含む。）である場合、公共施設等の管理者等は、具体的かつ明確な責任分担の内容を、選定事業者その他

の利害関係者に対し明らかにし、透明性を保持するよう特段の配慮をすること。 

 

４  選定事業者が、当該選定事業以外の他の事業等に従事する場合に、かかる他の事業等に伴うリスクにより

当該選定事業に係る公共サービスの提供に影響を及ぼすおそれがあるときは、この影響を避けるため又は最

小限にするため、協定等に必要な規定を設ける等、適切な措置を講ずること。また、選定事業者が、選定事業

を実施するために新たに設立された法人である場合に、選定事業の実施に係る懸念を解消するため適当なと

きは、公共施設等の管理者等と選定事業者の出資者との間で、選定事業の適正かつ確実な実施を担保する

ために必要な措置を、経済合理性を勘案の上、別途合意しておくこと。 

 

四 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的事項 

 
１  政府は、特定事業の実施に係る法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関して、Ｐ

ＦＩ 事業の円滑な推進を図るため、次の基本的な考え方に立ち、適切な措置を講じていくものとする。 

(1) 財政上の支援については、本来公共施設等の管理者等が受けることのできる支援の範囲内で、民間の

選定事業者が受けられるように配慮すること。 
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(2) 税制上の措置については、現行の制度に基づくものを基本としつつ、ＰＦＩ 事業の推進のために必要

な措置を検討すること。 

(3) 政府系金融機関等による金融上の支援における選定事業の位置付けを整備し、選定事業者に対する

政府系金融機関等の融資が、円滑に実施されるように配慮すること。 

(4) 法第17 条の規定の趣旨に十分配慮して、業法及び公物管理法等について、ＰＦＩ 事業推進のために

必要な規制の撤廃又は緩和を速やかに推進すること。なお、選定事業者の法的地位の明確化が必要

であるとの観点に立ち、同事業の円滑な推進に支障が生じないよう、法令の解釈、適用等を含め、法制

上の位置付けを整備すること。また、民間事業者の選定に関する手続については、法附則第３ 条の規

定を踏まえ、整備を図ること。 

(5) 国有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業の用に供することについては、法第12条第１ 項の

規定の趣旨を踏まえ、早急にその具体的な取扱いを定めること。 

(6) 直接金融、間接金融を問わず、民間資金を多様な手段によって効率的、効果的に活用できることが、Ｐ

ＦＩ 事業の円滑な実施に資することにかんがみ、選定事業に係る協定等の締結に当たり、選定事業者

による多様な手段を通じた民間資金の円滑な調達が可能となるように配慮し、このために必要な環境の

整備を図ること。 

(7) 選定事業における金融の仕組みがプロジェクト・ファイナンスである等、当該選定事業より生ずる収入と、

当該選定事業に係る有形資産又は無形資産の担保化に専ら依拠する場合において、協定等の当事者

がかかる手法の態様を考慮し合理的かつ適切な協定等を取り決めることができるように、担保に関する

制度等に関し、必要な環境の整備を図ること。 

(8) ＰＦＩ 事業のために取得される不動産に担保が設定されている場合、法第20 条第１ 項に基づき、当該

不動産の担保権者、担保提供者又は所有権者に生ずる損失は、繰延資産として整理した上で、10 年

以内の償却が認められることに留意し、担保不動産の活用について周知を図ること。 

 

２  国等は、民間事業者の特定事業への参入のための検討が容易となるよう、実施方針の中で、次の点につ

いて具体的な内容をできる限り明らかにするものとする。 

(1) 選定事業の実施に当たって必要な許認可等及び選定事業者が行い得る公共施設等の維持管理又は

運営の範囲 

(2) 適用可能な選定事業者への補助金、制度融資等 

(3) 適用可能な税制上の優遇措置 

(4) 選定事業の用に供する国有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることに関する

事項 

 

五 民間資金等活用事業推進委員会に関する基本的な事項 

 

民間資金等活用事業推進委員会（以下「推進委員会」という。）は、法第21 条の規定に基づき、政府と協力

して、ＰＦＩ 事業の実施を促進するために、以下の役割等を担う。 

 

１  民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等（以下五において「国の公共施設等の整備等」とい

う。）については、推進委員会がその実施状況や民間事業者等からの意見について所要の調査審議を行い、
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ＰＦＩ 事業の実施の促進のために必要があると認める場合、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述

べ、国の公共施設等の整備等の促進及び総合調整を図る。 

 

２  推進委員会は、政府とともに、内外のＰＦＩ に関する情報、選定事業の実施状況、ＰＦＩ事業に関連する法

制度、税制等に関する情報等、ＰＦＩ 事業の円滑な推進に寄与する情報を収集し、国民のＰＦＩ 事業に対する

理解やＰＦＩ 事業に関わる関係者の便宜のためにこれらの情報を広く一般に供する。 

 

３  推進委員会は、上記１ のとおり内閣総理大臣等に対し意見を述べるほか、国がＰＦＩ 事業を実施するに

当たり、その円滑な推進のために要請したときには、国の公共施設等の整備等の総合調整を図る観点から当

該機関に対し適切な助言を行う。 

 

４  国の公共施設等の整備等に関する民間事業者等からの意見、提言又は苦情については、推進委員会が

受け付け、ＰＦＩ 事業の実施の促進のために必要があると認める場合、国の公共施設等の整備等の促進及び

総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べる。 

 

５  推進委員会は、推進委員会の活動について国民の理解を深めるよう広報に努めるとともに、広く国民のＰ

ＦＩ 事業についての理解を深め、ＰＦＩ 事業の円滑な実施を図るため、政府の行う広報に協力する。 

 

６  推進委員会は、上記各項目に係る調査審議に資するため、収集されたＰＦＩ 事業に関する情報について

分析し、ＰＦＩ 事業の実施促進に必要な調査を行うことその他以上の活動に伴い必要なＰＦＩ 事業の実施を促

進する上で必要な業務を遂行する。 

 

六 地方公共団体における特定事業の実施に関する基本的な事項 

 

地方公共団体においては、前項までの事項を参考として、次の事項に留意の上、特定事業の円滑な実施に

努めるものとする。 

 

１  支援 

(1) 必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産を無償又は時価より低い対価で選定

事業者に使用させることができること。 

(2) 選定事業の実施を支援するために必要な資金の確保又はそのあっせんに努めること。 

(3) 実施方針に照らして、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うこと。なお、選定事業

者に対する支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものである

こと。 

 

２  規制緩和 

民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような地方公共団体独自の規制については、

その撤廃又は緩和を速やかに推進すること。 

 



17 

３  ＰＦＩ 事業の推進 

(1) 特定事業の選定、民間事業者の評価、選定に当たっては、公平性、透明性の確保を図ること。 

(2) 特定事業の実施に際し必要となる諸手続については、円滑に事務処理を行い、その促進を図ること。 

(3) 民間事業者の発案に係る受付、評価、通知、公表等を行う体制を整える等、適切な対応を図ること。(4)Ｐ

ＦＩ 事業に関する情報の収集を行うとともに、特定事業の実施に関して、住民に対する知識の普及、情

報の提供等を行い、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進すること。 

(4) 民間事業者に対する技術的な援助について必要な配慮を加えるとともに、特許等の技術の利用の調整

その他民間事業者の有する技術の活用について、特段の配慮を行うこと。 

(5) 協定等に基づき債務負担行為を行う場合は、長期的な財政負担の在り方に十分配慮しながら、財政の

健全性と柔軟性を保持し、中長期的な観点からの財政負担の縮減を図ること。 

(6) 民間事業者の選定に当たっては、競争性を担保しつつ、総合評価方式、性能発注方式の活用など、Ｐ

ＦＩ 事業の態様に適した方法を採用するよう努めること。 

 

七 その他特定事業の実施に関する基本的な事項 

 

１  政府は、推進委員会の協力の下、内外のＰＦＩ に関する情報、選定事業の実施状況、ＰＦＩ 事業に関連す

る法制度、税制等に関する情報等、ＰＦＩ 事業の円滑な推進に寄与する情報を収集し、国民のＰＦＩ 事業に対

する理解やＰＦＩ 事業に関わる関係者の便宜のため、これを広く一般に供する。 

２  政府は、広く国民のＰＦＩ 事業の理解を深め、ＰＦＩ 事業の円滑な実施を図るため広報を行う。 
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◎ 地方公共団体におけるＰＦＩ事業について 

 
第１ 総括的事項 

１  ＰＦＩ法は、平成１１年９月２４日に施行され、同法第４条第１項に基づき、内閣総理大臣が、平成１２年３月１

３日、別添のとおり基本方針を定めたところであること。 

 基本方針は、国（特殊法人その他の公共法人を含む。）が公共施設等の管理者等として行うＰＦＩ事業につい

て主として定めたものであり、地方公共団体については、本基本方針の定めるところを参考として、ＰＦＩ事業

の円滑な実施の促進に努めるものとされていること。 

 

２  以下、本通知において、次の用語は、それぞれ下記のとおりとする。 

(１) ＰＦＩ事業 地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定めて実施するＰＦＩ法第２条第４項に定める

「選定事業」をいう。 

(２) ＰＦＩ事業者 ＰＦＩ法第７条第１項の規定によりＰＦＩ事業を実施する者として選定された者をいう。 

(３) ＰＦＩ契約 地方公共団体とＰＦＩ事業者の間で締結される、ＰＦＩ事業に係る契約をいう（ＰＦＩ法第９条に定め

る議会の議決が必要な契約にあっては、これを経たものに限る。） 

(４) 政府調達協定 １９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する協定をいう。 

(５) 特例政令 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）をいう。 

 

３  ＰＦＩ法第９条及び民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律施行令に定めるとおり、

以下のＰＦＩ契約については、あらかじめ議会の議決を経なければならないこと。これは、地方自治法第９６条

第１項第５号に定める議会の議決との均衡を考慮するとともに、ＰＦＩ事業に係る将来の財政負担等を議会にお

いてチェックする趣旨であること。また、この場合における金額は、ＰＦＩ契約の予定価格の金額のうち維持管

理、運営等に要する金額を除いた金額により判断するものであること。 

                        千円 

都道府県                ５００，０００ 

地方自治法（昭和二十二年 

法律第六十七号）第二百五 

十二条の十九第一項に規定 

する指定都市（以下この表に 

おいて「指定都市」という。）     ３００，０００

市 （指定都市を除く。）       １５０，０００ 

法第二条第五項に規定する選定事業者が建設する同条第

一項に規定する公共施設等（地方公共団体の経営する企

業で地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）

第四十条第一項の規定の適用があるものの業務に関する

ものを除く。）の買入れ又は借入れ 

町村                    ５０，０００ 

４  ＰＦＩ法が、いわゆる第三セクターの抱える諸課題等を考慮のうえ立法された経緯も踏まえ、ＰＦＩ契約にお

いて、ＰＦＩ事業者とのリスクの分担（ＰＦＩ事業の継続が困難になった場合の措置を含む。以下同じ。）を明確に

しておくとともに、ＰＦＩ事業者に対する安易な出資及び損失補償は、厳に慎むこと。 
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５ 自治省は大臣官房企画室を窓口として相談に応じることとしているので、ＰＦＩ事業の実施を検討している地

方公共団体は積極的に相談すること。また、(財)地域総合整備財団において、平成１２年度からＰＦＩアドバイ

ザーの派遣、ＰＦＩ研修会、民間事業者との意見交換会を実施することとしているほか、相談窓口を設置するこ

ととしているので、適宜活用を図ること。 

 なお、ＰＦＩ事業に対する貸付であって現行のふるさと融資の要件を満たすものについては、これを対象とす

るものであること。詳細は(財)地域総合整備財団に照会すること。 

第２ ＰＦＩ事業に係る債務負担行為の位置付け 

ＰＦＩ法に基づいて公共施設等の整備を行うために設定される債務負担行為は、効率的かつ効果的な公共

施設等の整備のために設定されるものであり、「もっぱら財源調達の手段として設定する債務負担行為」（「債

務負担行為の運用について」（昭和４７年９月３０日付け自治導第１３９号）に該当するものではないと解される

こと。 

しかしながら、この場合においても財政の健全性を確保する必要があるので、ＰＦＩ事業における債務負担行

為に係る支出のうち、施設整備費や用地取得費に相当するもの等公債費に準ずるものを起債制限比率の計

算の対象とするものであること。 

第３ ＰＦＩ事業に係る地方財政措置 

ＰＦＩ事業のうち１の要件を満たすものに係る施設整備費について、地方公共団体がＰＦＩ事業者に対して財

政的支出を行う場合、２の財政措置を講じること。なお、具体的内容については「民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）に基づいて地方公共団体が実施する事業

に係る地方財政措置について」（平成１２年３月２９日付け自治省財政局長通知）を参照すること。 

 

１  要件 

ア 当該施設の所有権が一定期間経過後に地方公共団体に移転（当該施設の整備後直ちに移転する場合を

含む。）するもの又はＰＦＩ契約が当該施設の耐用年数と同程度の期間継続するものであること。 

イ 通常当該施設を地方公共団体が整備した場合に国庫補助負担制度がある事業については、ＰＦＩ事業で

整備する場合にも同等の措置が講じられるものであること。 

 

２  財政措置の内容 

ア  国庫補助負担金が支出される事業 

 当該国庫補助負担金の内容に応じて、地方公共団体が直接整備する場合と同等の地方債措置又は地方交

付税措置を講じること。 

 

イ  地方単独事業として実施されるＰＦＩ事業 

 地方公共団体が直接整備する場合に施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設については当該

措置内容に準じて、そのような財政措置の仕組みがない施設（公共性が高く、かつ非収益的な施設で一定の

要件を満たすものに限る。）については一定の範囲で、地方交付税措置を講じること。 
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第４  税制上の措置 

(１) ＰＦＩ事業者がＰＦＩ事業の用に供する土地については、特別土地保有税の非課税措置が講じられているこ

と。（地方税法第５８６条第２項第１号の２７） 

 

(２) ＰＦＩ事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けてＰＦＩ事業として整備する特定用途港湾施設のうち

一定のものについて、平成１２年度税制改正により固定資産税の課税標準の特例措置が講じられていること。

（地方税法附則第１５条第５１項） 

第５  契約関係 

１  契約の相手方の選定方法の原則（一般競争入札） 

 総合評価一般競争入札の活用等 

 ＰＦＩ事業者の選定方法は、公募の方法等によることとされており（ＰＦＩ法第７条第１項）、一般競争入札による

ことが原則とされていること。 

 この場合において、ＰＦＩ契約においては、価格のみならず、維持管理又は運営の水準、ＰＦＩ事業者とのリス

ク分担のあり方、技術的能力、企画に関する能力等を総合的に勘案する必要があることにかんがみ、総合評

価一般競争入札（地方自治法施行令第１６７条の１０の２）の活用を図ること。 

 この際、あらかじめ学識経験者の意見を聴き、落札者決定基準を適切に定め、公表すること等、所定の手続

について十分留意すること。（「地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行について」（平成１１年２月１７

日付け自治行第３号自治事務次官通知）を参照のこと。） 

 

２  随意契約による場合の留意点 

上記１によらず、随意契約の方法によるためには、地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号に該当すること

を要すること。この場合において、以下の点に留意すること。 

 

(１) 地方自治法第１６７条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」につい

ては、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等

を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又

はその目的を究極的に達成する上で妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながる

と合理的に判断される場合もこれに当たると解されているところであり（別紙昭和６２年３月２０日最高裁第２小

法廷判決参照）、ＰＦＩ契約についてもこれを踏まえて適切に判断するものであること。 

 

(２) 同条第５号「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見こみのあるとき」とは、相手方

が多量のストックをかかえ売り込む意欲が強い場合等、相手方が特殊な地位に立っている場合が該当するも

のとされていること。この場合において、同号の「著しく有利な価格」とは、一般的には、品質、性能等が他の

物件と比較して問題がなく、かつ、予定価格（時価を基準としたもの）から勘案しても、競争入札に付した場合

より誰が見てもはるかに有利な価格で契約できるときと解されており、したがって、当該地方公共団体が当該

公共施設等を整備すると仮定する場合の価格と当該相手方の価格を比較するとともに、一般的なＰＦＩ事業者

がＰＦＩ方式で整備すると仮定した場合の標準的な価格と比較し、著しく有利であるか否かにより判断するもの

であること。 
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３  政府調達協定の適用を受けるＰＦＩ契約のついての留意点 

(１) ＰＦＩ契約は、公共施設等の建設のみならず、維持管理及び運営をも内容とするものであり、このため、政

府調達協定対象の役務と対象外の役務の双方を包含する混合的な契約となりうるものであること。 

こうした混合的な契約においては、主目的である調達に着目し、全体を当該主目的に係る調達として扱うこと

とされており、主目的が物品等又は協定の対象である役務の調達契約であって、当該契約の全体の予定価格

（主目的以外の物品等および役務に係る価額を含む。）が適用基準額を超える場合に、特例政令の適用を受

けることとされているので、都道府県及び指定都市においては留意すること。（「地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について」平成７年１１月１日付け自治行第８４号行政課長通

知参照）。 

 

(２) 特例政令第１０条本文において引用する地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の「緊急の必要」と

は、例えば、災害時において一般競争入札又は指名競争入札の方法による手続をとるときは、その時期を失

し、あるいは全く契約の目的を達することができなくなり、経済上はなはだしく不利益を被るに至るような場合

を想定していること。 

 

(３) 特例政令第１０条第１項第６号は、設計契約について随意契約によることができるとしているものであり、建

設、維持管理、運営等、設計以外の内容を一体的に含むＰＦＩ契約は、その対象ではないものと解されること。 

 

４  その他 

(１) ＰＦＩ契約の相手方の決定の手続に際しては、特定目的会社に対する出資予定者等により構成される。法

人格の無い共同企業体の形式で参加し、ＰＦＩの選定事業者となった後に、初めて法人格を持った特定目的

会社を設立して、地方公共団体との間でＰＦＩ契約を締結することも差し支えないこと。 

 

(２) 民間事業者による発案が可能とされている（ＰＦＩ法第４条第２項第１号）が、提案を行った民間事業者を相

手方として、随意契約によるＰＦＩ契約を締結するためには、地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号（政府

調達協定の適用を受ける場合においては、特例政令第１０条第１項各号）に該当する必要があること。 

 

(３) ＰＦＩ契約の相手方となる民間事業者の選定手続に参加した民間事業者に対し、一定のコンペ料等を支払

うことをさまたげるものでないこと。 

第６  公の施設関係 

１ ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合にあっては、施設の設置及びその管理に関する事項等に

ついては条例でこれを定めるものであること。 

 

２ 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する公の施設の管理受託者の要件を満たさない民間事業者に対し

ても、例えば下記の諸業務をＰＦＩ事業として行わせることは可能であり、かつ一つの民間事業者に対してこれ

らの業務を包括的にＰＦＩ事業として行わせることも可能であること。 

① 下記のような事実上の業務 

・施設の維持補修等のメンテナンス 

・警備 
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・施設の清掃 

・展示物の維持補修 

・エレベーターの運転 

・植栽の管理 

② 管理責任や処分権限を地方公共団体に留保した上で、管理や処分の方法についてあらかじめ地方公共

団体が設定した基準に従って行なわれる下記のような定型的行為 

・入場券の検認 

・利用申込書の受理 

・利用許可書の交付 

③ 私人の公金取扱いの規定（地方自治法第２４３条、同法施行令第１５８条）に基づく使用料等の収入の徴収 

④ 当該施設運営に係るソフト面の企画 

 

３  地方自治法第２４４条の２第３項に規定する公の施設の管理受託者の要件を満たさない民間事業者につ

いては、当該公の施設の利用に係る料金を当該民間事業者の収入として収受させることおよび当該料金を当

該民間事業者が定めることとすることはできないこと。 

（地方自治法第２４４条の２第４項、第５項）。 

第７  公有財産関係その他 

(１) ＰＦＩ事業により公有地上に公共施設等を整備する場合には、下記の事項について留意すること。 

① 当該施設の所有権が当該施設の整備後直ちに地方公共団体に移転し、供用される場合には、当該施設

の用地は行政財産として位置づけられるものであること。 

② 当該施設の所有権が一定期間経過後に地方公共団体に移転する場合であって、当該期間中、ＰＦＩ事業

者に対して用地を貸し付けるときは、普通財産として貸し付けるものであること。この場合、最終的に当該施設

の所有権が当該地方公共団体に移転し、その行政財産になる時点において、当該施設の用地も、普通財産

から行政財産に切り替える必要があること。 

(２) 公共施設と民間施設を一体で整備するＰＦＩ事業の場合、所有権がそれぞれ移転する際に、行政財産の

合築に関する規定（地方自治法第２３８条の４第２項、同法施行令第１６９条及び第１６９条の２）の適用につい

て留意すること。  
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◎ 民間資金などの活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づいて地方公共団体が実施

する事業に係る地方財政措置について 

 
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）（以下

「ＰＦＩ法」という。）は、平成１１年９月２４日に施行され、ＰＦＩ法第４条に基づく基本方針が平成

１２年３月１３日に公布されたところである。地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定め、

ＰＦＩ法に基づいて実施する事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）については、「地方公共団体における

ＰＦＩ事業について」（平成１２年３月２９日付け自治事務次官通知）によりその基本的な考え方が示さ

れたところであるが、地方財政措置の具体的な内容については下記のとおりであるので留意願います。 
 なお、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知願います。 
 

記 

第１ ＰＦＩ事業に係る財政措置について 

地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定めて実施するＰＦＩ事業のうち１の要件を満たすものに

係る施設整備費について、地方公共団体がＰＦＩ法第２条第５項に定める選定事業者（以下「ＰＦＩ事業者」とい

う。）に対して財政的支出を行う場合、２の財政措置を講ずることとする。 

１  要件 

① 当該施設の所有権が一定期間経過後に当該地方公共団体に移転（当該施設の整備後直ちに移転する

場合を含む。）するもの又はＰＦＩ契約（地方公共団体とＰＦＩ事業者の間で締結されるＰＦＩ事業に係る契約をい

う。）が当該施設の耐用年数と同程度の期間継続するものであること。 

② 通常当該施設を地方公共団体が整備する場合（以下「直営事業の場合」という。）に国庫補助負担制度が

ある事業については、ＰＦＩ事業で整備する場合にも同等の措置が講じられること。 

２  財政措置の内容 

(１) 国庫補助負担金が支出されるＰＦＩ事業 

ア  基本的な考え方 

 当該国庫補助負担金の内容に応じて、直営事業の場合と同等の地方債措置又は地方交付税措置を講じる。 

イ  具体的な内容 

① 地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し施設整備時に整備費相当分の全部又は一部を支出する場合 

地方公共団体が支出を行うに当たって、直営事業の場合と同種の地方債をその財源とすることができることと

し、直営事業の場合に当該地方債の元利償還金に対して交付税措置を講じている場合には、同様の交付税

措置を行う。 

② 地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し後年度に整備費相当分の全部又は一部を割賦払い、委託料等の形で

分割して支出する場合 

地方公共団体が負担する整備費相当分（金利相当額を含む。）について、直営事業の場合の地方債の充当
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率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行

う。 

(２) 地方単独事業として実施されるＰＦＩ事業 

ア  基本的な考え方 

直営事業の場合に施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設については当該措置内容に準じて、そ

のような財政措置の仕組みがない施設（公共性が高く、かつ非収益的な施設で一定の要件を満たすものに限

る。）については一定の範囲で地方交付税措置を講じる。 

なお、ふるさとづくり事業に対する地域総合整備事業債の充当等、一定の政策目的に基づき地方公共団体の

自主的、主体的な判断の下に行なわれる各種事業に対し講じられている財政措置は、「施設の種別に応じた

財政措置」には当たらないことに留意する。 

イ  具体的な内容 

①施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設（複合的な機能を有する施設については、当該部分を

分別できる場合における当該部分）の場合 

地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は後年度に整備費相当分を

割賦払い、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負

担する場合、当該負担額の合計額（金利相当額を含む。）に対し、直営事業の地方債の充当率、交付税措置

率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う。 

②施設の種別に応じた財政措置の仕組みがない施設の場合 

下記の要件を満たす施設について、地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出

するか又は後年度に整備費相当分を割賦払い、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形

で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額（用地取得費を含まず、金利相当額

を含む。）の２０％に対し均等に分割して一定期間交付税措置を行う。 

（施設の要件） 

通常地方公共団体が整備を行っている公共性の高い施設であり、かつ非収益的な施設（無料又は低廉な料

金で住民のように供され、施設整備費の全部又は一部を料金ではなく地方公共団体の財源で負担することが

通例である施設）であること。なお、庁舎等公用施設は対象としない。 

(３) 資金手当のための地方債 

(１)及び(２)の財政措置に加えて、１の要件を満たすＰＦＩ事業について、地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し施

設整備時に整備費相当分の全部又は一部を負担する場合には、必要に応じて資金手当のための地方債措

置を講じる。 

(４) ＰＦＩ事業者に貸与するための土地取得に要する経費 

ＰＦＩ法第１２条第２項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が実施方針を定め、ＰＦＩ法に基づいて実施するＰＦ

Ｉ事業の選定事業者に貸し付ける目的で用地を取得する場合には、必要に応じて資金手当のための地方債

措置を講じる。 
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(５) 地方公営企業におけるＰＦＩ事業 

地方公営企業において施設整備にＰＦＩ事業を導入する場合には、通常の地方公営企業に対する財政措置と

同等の措置を講じる。 
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第２ 留意事項 

① 上記の財政措置は、ＰＦＩ法に基づいて地方公共団体が実施方針を定めて実施するＰＦＩ事業に係る措置

であり、ＰＦＩ法に基づかないで行なわれる事業については適用されないこと。 

② 上記の財政措置は、施設整備費相当分について地方公共団体が財政的支出を行う場合の措置であり、地

方公共団体の選定事業者に対する支出が施設整備費のみならず運営費、維持管理費等も含んでいる場合に

は、適切な方法により施設整備費相当部分を分別して財政措置を行うものであること。 

③ 上記の財政措置が適用されるＰＦＩ事業を実施しようとする地方公共団体は、事前に自治大臣官房企画室

に相談すること。なお、本通知文の内容についての問い合わせは自治省財政局調整室に行うこと。  
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